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令和６年度　健康保険委員表彰受賞者のご紹介

 ྩ̒ɹ健康保険ҕһදজडऀͷ͝հ
 ྩ̓ɹ神奈川支部保険ྉͷ͓Βͤ
 ΠϯηϯςΟϒ੍ͷ݁Ռʹ͍ͭͯ
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 健康保険ҕһݚम会ͷ͝Ҋ

今 季 号 の ト ピ ッ ク ス今 季 号 の ト ピ ッ ク ス
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にँײͷҙをද͠、ຖ、�݈߁อݥҕһදজをͯͬߦいます�。
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令和̓年度ɹਆಸࢧ෦保険ྉの͓Βͤ

ΠϯηϯςΟϒ੍度の݁Ռに͍ͭͯ

令和７年̏月（̐月ೲ）からの神奈川支部の健康保険ྉɾհޢ保険ྉはともに
Ҿ͖Լ͛ となります。

ˋ�����保険ྉɹ߁݈

հޢ保険ྉɹ������ˋ

ྩ̓ ̎ ݄ʢ̏ ݄ೲʣまで
༩ɾ༩ͷڅ

ྩ̓ �݄ʢ�݄ೲʣ͔ Β
༩ɾ༩ͷڅ

イϯηϯςΟϒ੍とはʁ

ਆಸࢧ෦のྩ̑ の࣮

　健のडやジΣωϦックҩༀの༻など、みなさまのऔみを５つのධՁࢦඪにͮجきॱҐ
けし、健康保険ྉにөさͤるみです。શ国でのྑい 1� 支部に入りインηンςΟϒ
（ใ金）の༩をडけることで、健康保険ྉの引きԼ͛につながります。

令和５年度の࣮は、令和７年度の健康保険ྉにөされます。神奈川支部は
্Ґ1� 支部に入らなかͬたため、インηンςΟϒ（ใ金）は༩されまͤんでしたʜ

協会けんぽが健අ༻を一部ෛ୲していますので、おಘに健がडけられます。
健康をҡ持することが、健康保険ྉの引きԼ͛にもつながります。
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ձ͚んΆの݈をड͚まڠ ΐ͠͏ ！
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※健࣮ؔػࢪによͬてはඅ༻がかかる場合
　がご͟います。

����ˋ
����ˋ

※健康保険ྉとհޢ保険ྉは࿑ંとなります。
。保険ྉが加Θりますޢには、健康保険ྉにશ国一のհ（保険第２߸被保険者ޢհ）までの方ࡀから64ࡀ40※
※༩については、支څ日が̏ 月̍ 日から変更ޙの保険ྉがద༻されます。
※任意継続被保険者の方は、令和７年̐ 月から変更となります。

ਆಸࢧ෦はʜ

ϝλϘɾ���େ͕Μ
ʢഏɾңɾେɾٶࢠɾ
ೕʣͷࠪݕで͖ます。

ͨ͠·に͓ૹΓ͢Δの͕มΘΓ࣌औಘ֨ࢿ
保険証は発行されません！！

　令和 6 年 12 月 2 日より健康保険証は新たに発行されなくなり、「マイナ保険証 」を基本と
する仕組みへと移行しました。移行に伴い、協会けんぽの資格を取得した際に送付するものや、
すでに発行されている健康保険証の取り扱いについてご案内いたします 。

ೝॻɺ֬֨ࢿใの͓Βͤɺ֨ࢿ
者ূɺ健康保険ূのऔΓѻ͍に͍ͭͯڅडྸߴ

資格確認書

高齢受給者証

健康保険証

資格情報のお知らせ

送付物 発行対象者 返却について※1医療機関等受診時の使い方

オンライン資格確認が利用で
きない医療機関等を受診する
際、資格情報のお知らせとマ
イナ保険証※2 両方を提示。

医療機関等へ提示

ใの͓ΒͤのΈͰ֨ࢿ
ҩྍؔػをडͰ͖·ͤんɻ

不要

要

有効期限内：要
有効期限後：不要

退職日が令和7年の
12月1日まで：要
12月2日以降：不要

有効期限は
େ̑年ؒです。プラスチック製࠷

紙製

※１）返却は 、日本年金機構 事務センター までお願いします 。
※２）マイナ保険証とは、マイナンバーカードを保険証利用登録したものです。
※３）資格取得から30 ～50日後に発行します 。

新規加入された
すべての方

70歳以上の方

なし

令和６年12月2日より
新たに発行されなく
なりました。

・資格取得届や扶養
異動届で資格確認書
発行要否欄に
チェックされた方
・マイナ保険証をお
持ちでない方※3

医療機関等へ提示
（マイナ保険証で受診される場
合は不要ですが、オンライン資
格確認が利用できない医療機関
等を受診する際に必要）

退職等で資格喪失にならない
限り、令和7年12月1日まで
は受診する医療機関等へ提示

（令和7年12 月2日以降は
ご使用いただけません。）

͍ئख続͖ご୲者のΈͳ͞·への͓ࣄओ༷ɺۀࣄ
〇資格取得届、被扶養者異動届を提出する際はマイナンバーを記載して、
　就職後５日以内に日本年金機構の事務センターへご提出ください。
　マイナンバーの記載がない場合、マイナ保険証が使用できるようになる
まで、時間を要する場合があります。

〇新たに従業員やそのご家族様が加入される際には、マイナンバーカードやマイナ保険証を
　お持ちであるかご確認の上、必要な場合は資格確認書発行要否欄にチェックをお願いします。
（資格確認書発行要否欄にチェックが無くても、マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書は

自動発行されますが、発行されるまでに資格取得してから30～50日ほどかかります。）

資格情報のお知らせ

記号

氏名
生年月日
資格取得年月日
保険者番号
保険者名称

令和２年１月１日

全国健康保険協会〇〇支部

平成元年 10月１日
協会 太郎

番号 枝番12345678 1234567  01

12345678

ｷｮｳｶｲ ﾀﾛｳ
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退職後に協会けんぽの任意継続被保険者を希望の方へのご案内
　退職などで健康保険の資格を喪失した場合には、任意継続被保険者、国民健康保険、ご家族の健康
保険（被扶養者として加入）など、引き続き何らかの健康保険の加入手続きをする必要があります。
協会けんぽの任意継続被保険者としてご加入を希望される方は、お住いの協会けんぽ都道府県支部に
申出書をご提出ください。

〒220-8538 横浜市西区みなとみらい4‒6‒2
みなとみらいグランドセントラルタワー9階

https://www.kyoukaikenpo.or.jpお電話のお掛け間違いにご注意ください。
協会けんぽ045‒270‒8431 （代表）

全国健康保険協会 神奈川支部

令和６年度 第２回
健康保険委員研修会のご案内

健康保険委員のみなさまを対象とした研修会を動画配信による
オンライン形式で開催しています。
配信期間中、お好きな時間に興味のある動画を選んで視聴でき
ますので、ぜひご覧ください。

加入要件：退職日（資格喪失日の前日）までに被保険者期間が継続して２か月以上あること
手続き　：お住まいの協会けんぽ都道府県支部へ、 退職日の翌日（資格喪失日）から
　　　　　土日祝日を含めた 20 日以内に任意継続被保険者資格取得申出書※を提出
　　　　　（申出書は機械処理をするため、 コピーしたものは使用しないようお願いします。）

公開予定期間：令和７年５月30日（金） 17：00まで

令和６年度　第２回研修会はこちらから→

健康保険任意継続制度について、詳しくはこちらから→

過去動画はこちらから→

研修会URL：https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/kanagawa/cat060/2016102803/R6.2

過去の研修会動画もご視聴いただけます！！
見逃した方やもう一度視聴したい方はぜひご覧ください。
※動画の内容に変更等が生じた場合 、 予告なく該当の動画の配信を中止することがあります 。

パソコンではURLに「https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/kanagawa/cat061」を
打ち込むとご覧いただけます。

ご案内
協会けんぽ神奈川支部のホームページでは、
令和６年以降に発行のかもめだよりのバックナンバーを掲載しております。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/kanagawa/cat060/kamomedayori/

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3270/r147/

※マイナ保険証を所持していない等で資格確認書の発行が必要な方は、
資格確認書交付申請書を任意継続被保険者資格取得申出書とあわせてご提出
ください。マイナ保険証をお持ちでなくても、任意継続被保険者の方には資
格確認書は自動交付されません。

！
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